
第

三

千

十

九

号

平

成

三

十

一

年

二

月

一

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
に
基
づ
く

知
事
が
定
め
る
医
療
費
指
数
反
映
係
数
等

(

国
民
健
康
保
険
課)

四
三
ペ
ー
ジ

○
共
同
漁
業
及
び
区
画
漁
業
の
免
許

(

里
川
振
興
課)

四
四

○
遊
漁
規
則
の
認
可

(

同

)

四
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
四

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

四
五

内
水
面
漁
業
管
理
委
員
会
告
示

○
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
指
示

(
里
川
振
興
課)

四
五

○
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
資
源
保
護
の
た
め
の
指
示

(

同

)

四
六

○
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
平
成
三
十
一
年
度
魚
種
別
増
殖
方

法
及
び
指
示
数
量

(

同

)

四
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
企
画
課)

四
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

四
九

○
下
呂
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

五
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

水
道
企
業
課)

五
〇

正

誤

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
中
訂
正

(

人

事

課)

五
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
二
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令(

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
。
以

下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
三
項
、
第
五
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
条
第
三
項
、
第
六

項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
定
め
る

医
療
費
指
数
反
映
係
数
等
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
医
療
費

指
数
反
映
係
数
等
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号)

は
、
平
成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

政
令
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
費
指
数
反
映
係
数

一

二

政
令
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
納
付
金
所
得
係
数

一
・
〇
六
四
六
四
二
五
三
二
七
六
二

四
三

政
令
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

一
・
〇
一
三
四
〇
二
一
〇
八

五
九
六
四

四

政
令
第
九
条
第
九
項
に
規
定
す
る
一
般
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

〇
・
七
〇

五

政
令
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数

一
・
〇
四
六
〇
三

五
七
〇
二
九
三
八
七

六

政
令
第
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

〇
・
九
九

九
九
九
九
九
九
八
六
〇
一
四

七

政
令
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

〇
・
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日



内
区
三
十
一
第
一

号 漁
業
の
免
許
の
内

容
た
る
べ
き
事
項

等
の
告
示
の
際
の

公
示
番
号

内
共
第
四
十
八
号

漁
業
の
免
許
の
内

容
た
る
べ
き
事
項

等
の
告
示
の
際
の

公
示
番
号

内
区
三
十
一
第
一

号 免

許

番

号

内
共
第
四
十
八
号

免

許

番

号

河
合
漁
業
生
産
組
合

飛�
市
河
合
町
保
一
六
五
六

番
地
三

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

石
徹
白
漁
業
協
同
組
合

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
三

六
号
五
二
番
地

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

平
成
三
十
年
岐
阜
県

告
示
第
二
百
五
十
六

号
の
と
お
り

免
許
の
内
容
等

平
成
三
十
年
岐
阜
県

告
示
第
二
百
五
十
六

号
の
と
お
り

免
許
の
内
容
等

石
徹
白
漁
業
協
同
組
合

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白

第
三
六
号
五
二
番
地

漁
業
権
者
の
名
称
及
び

住
所

内
区
三
十
一
第
四

号 内
区
三
十
一
第
三

号 内
区
三
十
一
第
二

号 漁
業
の
免
許
の
内

容
た
る
べ
き
事
項

等
の
告
示
の
際
の

公
示
番
号

内
区
三
十
一
第
四

号 内
区
三
十
一
第
三

号 内
区
三
十
一
第
二

号 免

許

番

号

内
共
第
四
十
八
号

免

許

番

号 菱
田

幸
敏

養
老
郡
養
老
町
田
七
二
番
地

菱
田

幸
敏

養
老
郡
養
老
町
田
七
二
番
地

水
谷

真
教

養
老
郡
養
老
町
下
笠
二
二
九

八 漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

次
の
と
お
り

遊
漁
規
則
の
内
容

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

同 同 平
成
三
十
年
岐
阜
県

告
示
第
二
百
五
十
六

号
の
と
お
り

免
許
の
内
容
等

七
〇

八

政
令
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

一
・
一
〇
六
八
一
二
三
四

二
二
六
九
五

九

政
令
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

〇
・
九
九
九
九
九

九
九
九
五
四
六

十

政
令
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

〇
・
七
〇

岐
阜
県
告
示
第
三
十
三
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
一
月

一
日
に
共
同
漁
業
及
び
区
画
漁
業
を
次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

第
五
種
共
同
漁
業

二

第
一
種
区
画
漁
業

三

第
二
種
区
画
漁
業

岐
阜
県
告
示
第
三
十
四
号

次
の
第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
定
め
た
遊
漁
規
則
に
つ
い
て
は
、
漁
業
法(

昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次｣
は
省
略
し
、
岐
阜
県
農
政
部
里
川
振
興
課
水
産
振
興
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

恵
那
市
中
野
方
町
字
野
瀬
一
四
九

七
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
五
三

九
番
六
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
白
川
町
白
山
字
保
桂

口
二
五
八
〇
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

二
五
七
八
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�平成��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

内
水
面
漁
業
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
し
た

の
で
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫

一

指
示
の
内
容

一�
持
出
し
の
禁
止

公
共
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ(

マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ)

が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に

か
か
っ
て
い
る
か
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
保
有
状
況
の
検
査
を
す

る
場
合
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
駆
除
を
す
る
場
合
、
食
用
に
供
す

る
場
合
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
公
共
水
面
の
水
系
か
ら

コ
イ
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
当
該
公
共
水
面
の
範
囲
は
、
三
で
示
す
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
水
系
で
あ
っ

て
も
急
流
、
滝
、
堰
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
コ
イ
の
交
流
が
な
い
上
流
水
域
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二�
放
流
等
の
制
限

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査(

ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。)

に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ

ス
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
コ
イ
で
な
け
れ
ば
、
県
内
の
公
共
水
面

に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
採
捕
し
た
場
所
に
放
流
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二

指
示
の
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
三
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
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平
成
31
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量

内
共

第
６
号

内
共

第
５
号

内
共

第
４
号

内
共

第
３
号

漁業権番号

西
濃
水
産

養
老
郡
､
海
津
市

海
津
市

海
津
市

増
殖
方
法

魚
種

漁
業
協
同
組
合
名

853

あ
ゆ

種
苗

放
流

(㎏
)

あ
ま
ご
､

や
ま
め

80

160

銀
毛
型

あ
ま
ご
に
じ
ま
す
い
わ
な

1,210

922 57

322

ふ
な

95

121 37 56

う
な
ぎ

100 37 10 28

な
ま
ず

2,500

も
く
ず

か
に
(尾
)
あ
ゆ
卵

人
工
ふ
化

(
万
粒
)

わ
か
さ

ぎ
卵

6 3

う
ぐ
い
､

お
い
か
わ

産
卵
場
造
成
(箇
所
)

2 3

も
ろ
こ

あ
じ
め

ど
じ
ょ
う
か
じ
か
よ
し
の

ぼ
り

三

コ
イ
の
持
出
し
を
禁
止
す
る
公
共
水
面
の
範
囲

一�
揖
斐
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

徳
山
ダ
ム
及
び
一
ノ
瀬
ダ
ム
か
ら
上
流

の
水
域
を
除
く
。)

二�
長
良
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

阿
多
木
ダ
ム
か
ら
上
流
の
水
域
を
除
く
。)

三�
木
曽
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

佐
見
川
、
岩
屋
ダ
ム
か
ら
上
流
の
馬
瀬

川
、
東
上
田
ダ
ム
か
ら
上
流
の
飛
騨
川
及
び
こ
れ
ら
の
支
流
を
除
く
。)

四�
土
岐
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池

五�
神
通
川
水
系
宮
川
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

下
小
鳥
ダ
ム
か
ら
上
流
の
小
鳥
川

及
び
そ
の
支
流
を
除
く
。)

六�
庄
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

鳩
谷
ダ
ム
か
ら
上
流
の
庄
川
及
び
そ
の
支

流
を
除
く
。)

七�
石
徹
白
川
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
資
源
保
護
の
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫

公
共
水
面
に
お
い
て
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
同

年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
間
は
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ニ

ホ
ン
ウ
ナ
ギ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則(

昭
和
四
十
年
十
二
月
十

日
規
則
第
百
十
八
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
許
可
の
範
囲
内
で

採
捕
す
る
場
合
を
除
く
。

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
種

共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
平
成
三
十
一
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫
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内
共

第
23号

内
共

第
22号

内
共

第
21号

内
共

第
20号

内
共

第
19号

内
共

第
18号

内
共

第
17号

内
共

第
16号

内
共

第
15号

内
共

第
14号

内
共

第
13号

内
共

第
12号

内
共

第
11号

内
共

第
10号

内
共

第
９
号

内
共

第
８
号

内
共

第
７
号

可
児

美
山

板
取
川
上
流

美
山

津
保
川

長
良
川
中
央

郡
上

長
良
川
中
央

長
良
川

長
良
川

長
良
川
､
西
濃
水
産

木
曽
川
長
良
川
下
流
､

海
津
市

揖
斐
川
上
流

揖
斐
川
久
瀬

揖
斐
川
中
部

根
尾
川
筋

牧
田
川

58

2,038

1,080

2,620

1,000

15,250

9,941

3,123

800

180

1,800

4,175

226

11

118

250 50 5

1,923

186

200 70

256

390 70

880

480 90

130 35 5 5 5 5 10

15 10 5 5 5

200 20 60 10

298

1,923

1,497

171 30

40 8 45 30 40 20

330 60 70

325 30 58 25 5 30 10

30

140 20

101

2,000

5,040

4,400

4,000

120
3 1 5 1 6 3 6 10 1 6 1 1 3 3 4 5 3

2 1 5

1 13 1 4 1 12 11

10 6

1 16 11
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内
共

第
40号

内
共

第
39号

内
共

第
38号

内
共

第
37号

内
共

第
36号

内
共

第
35号

内
共

第
34号

内
共

第
33号

内
共

第
32号

内
共

第
31号

内
共

第
30号

内
共

第
29号

内
共

第
28号

内
共

第
27号

内
共

第
26号

内
共

第
25号

内
共

第
24号

高
原
川

高
原
川

宮
川

宮
川
下
流

岐
阜
県
矢
作
川

岐
阜
県
矢
作
川

土
岐
川

和
良
川

馬
瀬
川
上
流

馬
瀬
川
下
流

益
田
川
上
流

益
田
川

益
田
川
､飛�

川
､馬

瀬
川
下
流

飛�
川

恵
那

木
曽
川
中
流

日
本
ラ
イ
ン
､
木
曽

川
中
流

5,550

4,230

4,680

1,040

520

250

1,000

5,057

2,867

1,604

7,000

110

9,320

5,329

330

1,092

430

480

120 50 10 80

351

196

663

560

460

376 88

40

430

430 5 5 5 15 45 10

8 80 90

520 10 5 5 77

175 30

5 5

40 65

130 25 15 25 20 10 60 20

170

135 50 20

120

3 2 5 3 2 5 3 5 5 5 6 2 7 11 3

3

5 5 1 7 7 5 10 17 7 10

1 1 1 7 5 5 10 10 6

5 3 10 10

第３０１９号 岐 阜 県 公 報 平成31年２月１日 ( )48



合
計

内
共

第
46号

内
共

第
45号

内
共

第
44号

内
共

第
43号

内
共

第
42号

内
共

第
41号

庄
川

宮
川
下
流

宮
川
下
流

丹
生
川

丹
生
川

宮
川

94,125

1,720 36

178

160

9,314

609

110 35 75

1,690
1,616

360 8 8 60

1,669

400 10 24

134 21 40

6,745 10 5

2,260 30 10

466
13,940

4,000
240

144 3 1 1 1

16
121 3 1

66 3 1

56

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
シ
ス
テ
ム
運
用
支
援
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
30年
11月
２
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
12月
13日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
１
―
８
―
１

ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
江
川
昌
史

６
落
札
金
額
316,224,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
情
報
企
画
課
情
報
シ
ス
テ
ム
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

オ
リ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｄ
Ｃ
Ｍ
カ
ー
マ
北
方
店

Ａ
ゾ
ー
ン
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本
巣
郡
北
方
町
高
屋
字
東
丸
内
八
六
番
四

外

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

オ
リ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｄ
Ｃ
Ｍ
カ
ー
マ
北
方
店

Ｂ
ゾ
ー
ン

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
字
西
丸
内
七
七
番
三

外

○
下
呂
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
呂
都
市
計
画
道
路

三
・
五
・
一

下
呂
駅
阿
多
野
線
及
び
三
・
六
・
三

宮
本
線

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
下
呂
市
建
設
部
建
築
課

○
下
呂
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
呂
都
市
計
画
下
水
道

下
呂
市
公
共
下
水
道

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
下
呂
市
生
活
部
上
下
水
道
課

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
浄
水
場
等
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
10,542,900kW

h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
30年
10月
５
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
12月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
薬
院
１
―
14―
５
Ｍ
Ｇ
薬
院
ビ
ル

株
式
会
社
ホ
ー
プ

代
表
取
締
役
時
津
孝
康

６
落
札
金
額
172,805,697円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
総
務
課
管
理
調
整
係
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�
所
在
地
岐
阜
県
瑞
浪
市
釜
戸
町
2190番

地
12

○
正

誤
(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
年
四
月
一
日
号
外
十�
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令(

岐
阜
県
訓
令

甲
第
十
五
号)

六
頁
上
段
前
か
ら
十
三
行
目
中｢

却
下
採
決｣

は
、｢

却
下
裁
決｣

の
誤
り
。
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平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


